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○ 平 成 八 年 郵 政 省 告 示 第 四 百 二 十 六 号 （ 端 末 設 備 等 規 則 第 三 十

四 条 及 び 第 三 十 六 条 の 規 定 に 基 づ き 、 同 規 則 の 規 定 に よ る こ

と が 著 し く 不 合 理 な 無 線 呼 出 端 末 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ

っ て 、 無 線 呼 出 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 及 び 別 に 告 示 す る 条

件 を 改 正 す る 件 ）  

（ 平 成 八 年 八 月 十 四 日 ）  

（ 郵 政 省 告 示 第 四 百 二 十 六 号 ）  

端 末 設 備 等 規 則 第 三 十 四 条 及 び 第 三 十 六 条 の 規 定 に 基 づ き 、 同 規 則

の 規 定 に よ る こ と が 著 し く 不 合 理 な 無 線 呼 出 端 末 又 は 自 営 電 気 通 信 設

備 で あ っ て 、 無 線 呼 出 用 設 備 に 接 続 さ れ る も の 及 び 別 に 告 示 す る 条 件

を 次 の よ う に 定 め る 。  

無 線 呼 出 端 末 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 で あ っ て 、 無 線 呼 出 用 設 備 に 接

続 さ れ る も の は 、 端 末 設 備 等 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 一 号 。

以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） の う ち 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 に か か わ ら

ず 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 条 件 に よ る も の と す る 。  

規 則 第 三 十 三 条 第 一 号  無 線 呼 出 端 末 固 有 情 報 を 記 憶 す る 装 置

が 規 則 第 三 十 三 条 第 二 号 及 び 第 三 号 の

機 能 を 有 す る 場 合 に は 、 上 欄 に 掲 げ る

規 定 を 適 用 し な い 。  

 


